
国産牛肉信頼回復対策＜新スキーム＞ 約２６億円

○既に流通している牛肉のうち

汚染稲わらが給与され
た牛の肉

全て実質買上げ
（立替払い）

処分

上記牛肉以外の
出荷制限県産牛肉

保管経費・凍結差損等
を立替払い

販売

食肉流通団体

原資 返還

（独）農畜産業振興機構

（汚染稲わらが給与された１７道県）
ア）政府指示による出荷制限（４県）： 福島、宮城、岩手、栃木
イ）その他（１３道県）：北海道、青森、山形、秋田、新潟、茨城、群馬、埼玉、千葉、静岡、岐阜、三重、島根



肉用牛肥育農家支援対策＜新スキーム＞ 約７５５億円

（独）農畜産業振興機構

出荷遅延
畜産関係団体

（独）農畜産業振興機構

原資 返還

出荷遅延

全頭検査・全戸検査実施県の
肥育農家

出荷（と畜時）

支援 返還 支援 返還

汚染稲わらが給与され
(17道県)、出荷計画を

肥育農家
飼育するすべての肥育牛

×１頭当たり５万円
を支援

対象牛の販売時に返還

価格下落分を支援

※検査の結果 暫定規制値を
作成して全頭検査・全
戸検査を実施する県

<対象牛の販売時に返還>

政府指示による出荷制限県

※検査の結果、暫定規制値を
超過した場合は、実質買い上
げ処分＋

に対しては県関係団体による
出荷遅延牛の

実質買い上げも支援

＋マルキンの運用改善（全国）
・毎月払い
・４～６月分の前倒し

県関係団体

（独）農畜産業振興機構

返還原資

（汚染稲わらが給与された１７道県）
ア）政府指示による出荷制限（４県）：福島、宮城、岩手、栃木
イ）その他（１３道県）：北海道、青森、山形、秋田、新潟、茨城、群馬、埼玉、千葉、静岡、岐阜、三重、島根



機密性○情報 ○○限り
稲わら等緊急供給支援対策＜新スキーム＞ 約７６億円

稲わら等の現物供給稲わら等の現物供給

飼料販売者 畜産農家

供給要請

代金支払い
（立替払い）

生産者団体

返還原資

（独）農畜産業振興機構

稲わら（17県）：北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、静岡、新潟、岐阜、三重、島根
牧草等（9県）：岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川


